




























特定事業用建築物特定事業用建築物

　事業用建築物を建築（建築確認申請が必要な増築・改築・

移転を含む）しようとする者は、下記のとおり一般廃棄物及び

資源物の保管場所を設置する義務があります。

（福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第12

条、第12条の2）




